
 

介護保険料 

 

1.介護保険料とは  

第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料は、市町村ごとに定められています。 七

宗町の保険料の基準額は７３，２００円で、世帯の所得状況により１３段階に分かれています。

保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で毎月納

めていただく「普通徴収」があります。 

 第２号被保険者（４０歳～６４歳の方）は、加入している医療保険と一緒に納めていただくこと

になっています。保険料の額は、加入している医療保険によって異なります。  
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普通
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第２号
被保険者

(注意）保険料の納付方法は、年金の額、種類によって異なります。

第１号
被保険者

納付方法

 保険料は、国保や健保など加入している医療保険料と合わせて納めることになります。

〇老齢（退職）年金、障害年金、遺族年金
    が年額１８万円以上の方

〇年金受給額が年額１８万円未満の方
〇老齢福祉年金を受給されている方
〇年度途中で６５歳になった方
〇他の市町村から転入してきた方など

納期ごとに納付書をもって、町指定金融機関で
納めていただくか、口座振替による納付
となります。

偶数月に支払われる年金から保険料が天引き
され、納付となります。



2.所得段階別保険料額  

（注）保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。 

（注）令和７年度から第１段階、第２段階、第４段階、第５段階の基準額が８０万円から

８０．９万円に変更されました。（令和７年８月の本算定時から適用されます。） 

所得段階 対象者 基準額に 

対する割合 

年間保険料 

第１段階 ・生活保護を受けている人  

・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けてい

る人または前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 

８０.９万円以下の人  

 

基準額 

×０．２８５ 

 

 

２０，８６０円 

第２段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋

課税年金収入額が８０.９万円超１２０万円以下の人 

基準額 

×０．４８５ 

 

３５，５００円 

第３段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋

課税年金収入額が１２０万円超の人  

基準額 

×０．６８５ 

 

５０，１４０円 

第４段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は住

民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額

が８０.９万円以下の人  

基準額 

×０．９０ 

 

６５，８８０円 

第５段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、 本人は 

住民税非課税で、第４段階以外の人  

基準額 

×１．０ 

 

７３，２００円 

第６段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

１２０万円未満の人  

基準額 

×１．２０ 

 

８７，８４０円 

第７段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

１２０万円以上２１０万円未満の人  

基準額 

×１．３０ 

 

９５，１６０円 

第８段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

２１０万円以上３２０万円未満の人  

基準額 

×１．５０ 

 

１０９，８００円

第９段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

３２０万円以上４２０万円未満の人  

基準額 

×１．７０ 

 

１２４，４４０円

第１０段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

４２０万円以上５２０万円未満の人  

基準額 

×１．９０ 

 

１３９，０８０円

第１１段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

５２０万円以上６２０万円未満の人  

基準額 

×２．１０ 

 

１５３，７２０円

第１２段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

６２０万円以上７２０万円未満の人  

基準額 

×２．３０ 

 

１６８，３６０円

第１３段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 

７２０万円以上の人  

基準額 

×２．４０ 

 

１７５，６８０円


